
知事意見「清流を守るものとなるようにすること」
に対して、事業者は対応していない。

概要書 P4－14

「影響の最小化」では
球磨川・川辺川というブランドも守れない。

平常時でありながら、私たちの生活（命）も守れない。
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「清流・川辺川」を定義し、いまあるものだけでなく
多様な価値観を満足できる基準で判断すべき。

例えば「環境基準を超過しない」程度では不十分。

概要書 P5－22

2



環境基準 SS 25㎎/l ≒ 水平透明度20センチ

例えば 清流と感じられるには
SS １.0mg/l以下 ≒ 水平透明度２ｍ以上
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表 7.2.10-2 人と自然との触れ合いの活動の場の予測結果(17/18)

概要書 P7－271

「環境基準値の超過日数は
ダム建設前と同程度」

↓

清流である日数でみると
どうなのか。

「SS5000mg/Lを超えるのは
2時間程度と短時間」

出水の度に
繰り返される高濃度

濃度だけの評価ではなく
↓

その後の河床環境が
どう変化するのか。

人と自然との触れ合い
球磨川
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概要書 P7－32、34

「 環 境基準値の超過日数は
ダム建設前と同程度」ではなく

例えば、清流と感じられる透明度
（仮・SS１.0mg/l）を超える日数に
おいて、同程度にできるか。

5

試験湛水時のSS



高濃度SS→希釈・沈降 →河床・付着藻類へ

洪水調節時の放流水は
「SS5000mg/Lを超えるのは
2時間程度と短時間」

出水の度に
繰り返される高濃度

濃度だけの評価ではなく
↓

その後の河床環境
（河床・付着藻類）は
どう変化するのか。
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•尺アユが生育する条件はアユの一般的な生息条件と異なるの
ではないか。条件が同じであればどこの川でも普通に「尺アユ」
がみられるはずです。

•川辺川の「尺アユ」の生息する条件を示し、ダム建設後も「尺ア
ユ」が質・量ともに維持できることを示すべき。

• 「尺アユは減らない。味・香りも変わるような付着藻類の変化は
小さい」と評価できる結果を示すべき。既往の実験での生存率
を引用し「この程度の濁りでアユは死ないだろう」という評価にも
納得できない。

球磨川水系河川整備基本方針 令和3年12月

準備レポートに「尺アユ」の記述なし

7



例）多くの指摘があった動物「カワネズミ」について

個体数が少なく、生態が把握しづらい、調査・予測が難
しいことを理由に上位性としては想定しない。

概要書 P4－27 表 4.4-1 意見概要及び事業者の見解(6/25) NO.25

環境保全措置の実施基準に疑問がある

表 5.2-1 意見概要及び事業者の見解(10/18)

概要書 P5－15
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概要書 P7－49

例：カワネズミ

生息環境として適さなくなる。
影響を受ける可能性が考えられる。

→ 環境保全措置を検討しない
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例：ヒトリシズカ

生育環境が変化する可能性がある。
→ 環境保全措置を検討する

概要書 P7－159

表 7.2.7-3 種子植物・シダ植物の予測結果(10/43)
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例：ユズ

本種の生育は維持されると考えられるが、
本種は分布が予測地域周辺で特徴的である

→ 環境保全措置を検討する

概要書 P7－181

表 7.2.7-3 種子植物・シダ植物の予測結果(32/43)
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→専門家の指導・助言を得ながら

監視結果を踏まえ必要に応じて対応

概要書 P7－143

例：カワネズミ

生息環境として適さなくなる
影響を受ける可能性が考えられる。
→ 環境保全措置を検討しない
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放流水温は変動幅に概ね入っている
変化は小さい
→ 環境保全措置なし・低減の可能性を検討

あらまし P14
13



濁水・水温・連続性に対応できる
環境保全措置は実現可能な技術なのか。

14



表 5.1-1 熊本県知事意見及び事業者の見解(1/5)

• ダム建設後に上流の土砂を頻繁に浚渫しつづけなければなら
ない。どのように処理（量・運搬先）されるのか。

•実際、人吉・球磨郡内の谷戸や低地・湿地は、球磨川流域の
河川関連事業の掘削土砂で埋め立てられている。
埋め立てにより貴重な生物の生息場所が消失している。

•埋立て先の環境の劣化もダム事業の影響ではないか。
ダム事業の影響は、河川内だけではなく球磨川流域全体で評
価するべきです。

概要書 P5－1

堆積土砂の影響・対策の検討を求める

維持管理は
ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟで後回し
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川辺川の１００年後、いまの球磨川のように 泳ぎたいと
思うような川でなくなり、釣り人も少なくなり、川が濁って
いていても「ダムがあるから仕方ない」といって嘆くことに
ならないように、わたしたち人吉球磨の清流を守るべき。

表 5.2-1 意見概要及び事業者の見解(13/18)

概要書 P5－18

（人触れ）観光レジャーだけでなく、地域住民が球磨川や川
辺川をどのように見ているのかをベースにして、
日常的な川とつながり・触れあいへの影響を検討するべき

対応できていない
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人吉球磨の私たちにとっては

もう川辺川しか残されていません。

川辺川が、川辺川のまま
そこにあるだけで幸せに生活できた人々がいます。

それをよすがにして 生きていくことのできる命は

これまでもあったし、未来にもあります。

このような人々の多くの命は

守らなくてよいのでしょうか。

洪水から命・財産を守る方法は

ダム以外に他の方法がありますが、
人吉球磨には川辺川に代わるものはありません

17
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